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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一または複数の建物への井戸水等を供給元とする原水の入口に配されて、導入した原水
を浄化して複数の水使用器具へと供給する浄水装置であって、
　水の取り入れ部の下流に配された第一浄化部と、
　この第一浄化部の下流に配された第二浄化部とを経由して、
　下流側へ接続される生活用水系統を有するとともに、
　上記第二浄化部の下流側で上記生活用水系統から分岐し、第三浄化部を経由して下流側
へ接続される飲用水系統を有し、
　上記第一浄化部は、活性炭、イオン交換フィルター、砂濾過器、および造核ユニット濾
過器のうち少なくとも１つ以上を具備し、
　上記第二浄化部は、ＵＦ膜および／またはＭＦ膜を具備し、
　上記第三浄化部は、ＲＯ膜および／またはＮＦ膜を具備し、
　上記生活用水系統の上記第二浄化部から、上記生活用水系統と上記飲用水系統との分岐
箇所までの間に、水を貯留可能な受水槽を設けたことを特徴とする浄水装置。
【請求項２】
　一または複数の建物への井戸水等を供給元とする原水の入口に配されて、導入した原水
を浄化して複数の水使用器具へと供給する浄水装置であって、
　水の取り入れ部の下流に配された第一浄化部と、
　この第一浄化部の下流に配された第二浄化部とを経由して、
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　下流側へ接続される生活用水系統を有するとともに、
　上記第二浄化部の下流側で上記生活用水系統から分岐し、第三浄化部を経由して下流側
へ接続される飲用水系統を有し、
　上記第一浄化部は、カビ臭、カルシウム、第二浄化部および／または第三浄化部を目詰
まりさせる不純物の少なくともいずれかを除去する浄化材を具備し、
　上記第二浄化部は、細菌または原虫の少なくとも一方を除去する浄化材を具備し、
　上記第三浄化部は、上記第一浄化部および上記第二浄化部の浄化材よりも塩分除去率が
高い浄化材を具備し、
　上記生活用水系統の上記第二浄化部から、上記生活用水系統と上記飲用水系統との分岐
箇所までの間に、水を貯留可能な受水槽を設けたことを特徴とする浄水装置。
【請求項３】
　上記生活用水系統および／または上記飲用水系統の経路中には、水に塩素を添加する塩
素添加部を設けたことを特徴とする請求項１または２に記載の浄水装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載された浄水装置を有するとともに、
　上記生活用水系統は、下流側で水を飲用以外の目的に用いる１以上の浄水使用器具に接
続され、
　上記飲用水系統は、下流側で水を飲用に用いる１以上の飲用水使用器具に接続されるこ
とを特徴とする浄水システム。
【請求項５】
　請求項３に記載された浄水装置を有するとともに、
　上記生活用水系統は、下流側で水を飲用以外の目的に用いる１以上の浄水使用器具に接
続され、
　上記飲用水系統は、下流側で水を飲用に用いる１以上の飲用水使用器具に接続され、
　かつ、上記浄水使用器具および／または上記飲用水使用器具には、通過する水から塩素
を除去する浄化材を有する塩素除去装置を具備することを特徴とする請求項４記載の浄水
システム。
【請求項６】
　上記第一浄化部が、造核剤として水酸化第二鉄コロイド溶液を用いた造核ユニット濾過
器を具備することを特徴とする請求項１または２記載の浄水装置。
【請求項７】
　上記第一浄化部が、造核剤を水に添加するとともに、上記造核剤によって凝集したフロ
ックを除去するフィルターを備え、上記フィルターでフロックを除去する造核ユニット濾
過器を具備することを特徴とする請求項１、２または６のいずれかに記載の浄水装置。
【請求項８】
　上記第一浄化部が、水に造核剤を添加し、凝集したフロックを沈殿させ、上澄みの水を
下流に供給する造核ユニット濾過器を具備することを特徴とする請求項１、２または６の
いずれかに記載の浄水装置。
【請求項９】
　上記第一浄化部が、造核剤を水に添加してフロックを発生させる造核ユニット濾過器を
具備し、且つ上記フロックを第二浄化部の浄化材で除去することを特徴とする請求項１、
２または６のいずれかに記載の浄水装置。
【請求項１０】
　上記第一浄化部が、造核剤を貯留する造核剤タンクと、水に上記造核剤タンクから上記
造核剤を投与する定量ポンプと、上記造核剤によって凝集したフロックを除去するフィル
ターとを有する造核ユニット濾過器を具備することを特徴とする請求項１、２、６または
７のいずれかに記載の浄水装置。
【請求項１１】
　水を上記フィルターの表面に平行に流しながら水の一部を通過させて下流に流すことを
特徴とする請求項７または１０記載の浄水装置。
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【請求項１２】
　上記第三浄化部の浄化材の上流側には、濃縮水を導出して廃棄する排水管を接続すると
ともに、上記受水槽からこの排水管に合流する希釈水管を設けて、受水槽から供給される
水により上記濃縮水を希釈できることを特徴とする請求項１または２に記載の浄水装置。
【請求項１３】
　上記生活用水系統に上記塩素添加部を設けるとともに、上記飲用水系統にも上記塩素添
加部を設けたことを特徴とする請求項３記載の浄水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水源または排水源から取水した水を浄化する浄水装置であって、集合住宅や
集落等への水の供給を行うことができる浄水装置およびこれを用いた浄水システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、水道水から残留塩素（次亜塩素酸）、カビ臭、濁り、微生物等を除去することを
目的とした小型浄水器が広く普及している。
　これらの浄水器には、水道水中の残留塩素、異味や異臭を取り除く活性炭、セラミック
フィルタや、懸濁物質や微生物を取り除く精密濾過膜、中空糸膜等が用いられていた。
　このような浄水器を住居等に設ける場合、台所の蛇口やシンク下に設置されることが多
く、水道水を飲用や調理用に適するように浄化していた。
【０００３】
　一方で、ビル全体や建物内の全域で浄化した水道水を使用したい、あるいは井戸水を浄
化してビル全体や建物内で使用したいといったニーズが存在したが、全ての浄水の使用場
所にそれぞれ浄水器を設置するのは煩雑である。そこで、建物へ水道水等を導入する入口
に大型の浄水器を取り付けて、水道水をまとめて浄化して建物全体に給水する浄水システ
ムも普及し始めている。
　これらの大型浄水器も、小型浄水器と同様に活性炭、セラミックフィルタ、ＭＦ膜（精
密濾過膜）などで構成され、これらを通過させることにより水道水中の残留塩素や懸濁物
質等を取り除き、建物内にある複数の浄水の使用場所へ浄水を供給する。
【０００４】
　従来の浄水システムは、図２に示すように、建物１へ水道水等を導入する入口付近に設
けられたセントラル浄水装置２０と、住宅等に付設された配管２１と、浄水の使用場所で
ある台所、浴室、洗面所、洗濯場、トイレ、給湯器、屋外取水場等に設けられた蛇口等の
浄水使用器具２２とから構成されている。
【０００５】
　このような浄水システムにおいて、セントラル浄水装置２０は、水道本管より分岐され
住宅へ付設された水道配管に接続されている。セントラル浄水装置２０には、活性炭、セ
ラミックフィルタ、ＭＦ膜等から構成される浄化材が収容され、水道本管から給水された
水道水は、この浄化材を通過させることにより残留塩素、懸濁物質、イオン、微生物、化
学物質等を取り除かれて浄水となる。
　セントラル浄水装置２０で処理された浄水は配管２１を通り、各家庭の浄水の使用場所
に設けられた各浄水使用器具２２へ供給されていた。
【０００６】
　このような浄水システムを、硬度が高く、塩分や重金属を含む井戸水の浄化に用いた場
合には、セントラル浄水装置２０のＭＦ膜等による処理だけでは、塩分等の除去を十分に
行うことができなかった。
　そのため、塩分を含む水源から塩分を除去して飲用に用いるために、ＭＦ膜の代わりに
ＲＯ膜（逆浸透膜）を備えた浄水装置があった（特許文献１）。
　しかし、ＲＯ膜で水を処理するには、水を加圧する高圧のポンプが必要で電力費用がか
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かる、発生する濃縮水を排気するために大量の希釈水を必要とする、目詰まりしやすいＲ
Ｏ膜の化学洗浄が必要になる、といったランニングコストが発生する。
　特許文献１の浄水装置では、砂濾過器およびチェックフィルターで粗濾過された水をＲ
Ｏ膜で濾過していたため、ＲＯ膜では、塩分だけでなく、砂濾過器およびチェックフィル
ターで除去できない懸濁物質、細菌、原虫、コロイド物質等を水から除去することになり
、ＲＯ膜の寿命が短くなってしまっていた。
【０００７】
　そこで、塩分を含む水をＭＦ膜またはＵＦ膜（限外濾過膜）で濾過し、水から細菌や原
虫等を除去した後、この水をＲＯ膜またはＮＦ膜（ナノ濾過膜）で処理し塩分を除去する
浄水装置があった（特許文献２、特許文献３）。
　これらの浄水装置ではＲＯ膜の寿命を長期化することができたが、どのような用途に用
いるかを区別せず、一棟の建物で使用する水を全てＲＯ膜で処理することになるため、浄
水装置のランニングコストが不必要に高くなっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第２７９７０７５号公報
【特許文献２】特開２００５－１８５９８５号公報
【特許文献３】特開２００７－２４５００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、硬度が高く、塩分や重金属
を含む井戸水等に用いられる浄水装置において、ＲＯ膜で処理する水の量を必要最小限に
抑え、装置を小型化し、ランニングコストを低減することができる浄水装置、およびこれ
を用いた浄水システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明において、上記課題が解決される手段は以下の通りである。
　第１の発明は、一または複数の建物への井戸水等を供給元とする原水の入口に配されて
、導入した原水を浄化して複数の水使用器具へと供給する浄水装置であって、水の取り入
れ部の下流に配された第一浄化部と、この第一浄化部の下流に配された第二浄化部とを経
由して、下流側へ接続される生活用水系統を有するとともに、上記第二浄化部の下流側で
上記生活用水系統から分岐し、第三浄化部を経由して下流側へ接続される飲用水系統を有
し、上記第一浄化部は、活性炭、イオン交換フィルター、砂濾過器、および造核ユニット
濾過器のうち少なくとも１つ以上を具備し、上記第二浄化部は、ＵＦ膜および／またはＭ
Ｆ膜を具備し、上記第三浄化部は、ＲＯ膜および／またはＮＦ膜を具備することを特徴と
する。
【００１１】
　第２の発明は、一または複数の建物への井戸水等を供給元とする原水の入口に配されて
、導入した原水を浄化して複数の水使用器具へと供給する浄水装置であって、水の取り入
れ部の下流に配された第一浄化部と、この第一浄化部の下流に配された第二浄化部とを経
由して、下流側へ接続される生活用水系統を有するとともに、上記第二浄化部の下流側で
上記生活用水系統から分岐し、第三浄化部を経由して下流側へ接続される飲用水系統を有
し、上記第一浄化部は、カビ臭、カルシウム、第二浄化部および／または第三浄化部を目
詰まりさせる不純物の少なくともいずれかを除去する浄化材を具備し、上記第二浄化部は
、細菌または原虫の少なくとも一方を除去する浄化材を具備し、上記第三浄化部は、上記
第一浄化部および上記第二浄化部の浄化材よりも塩分除去率が高い浄化材を具備すること
を特徴とする。
【００１２】
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　第３の発明は、上記生活用水系統の上記第二浄化部の下流に水を貯留可能な受水槽を設
け、上記飲用水系統が、上流側で上記受水槽に接続されていることを特徴とする。
【００１３】
　第４の発明は、上記生活用水系統および／または上記飲用水系統の経路中には、水に塩
素を添加する塩素添加部を設けたことを特徴とする。
【００１４】
　第５の発明は、本発明の浄水装置を有する浄水システムであって、上記生活用水系統は
、下流側で水を飲用以外の目的に用いる１以上の浄水使用器具に接続され、上記飲用水系
統は、下流側で水を飲用に用いる１以上の飲用水使用器具に接続されることを特徴とする
。
【００１５】
　第６の発明は、上記浄水使用器具および／または上記飲用水使用器具には、通過する水
から塩素を除去する浄化材を有する塩素除去装置を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　第１の発明によれば、水の取り入れ部の下流に配された第一浄化部と、この第一浄化部
の下流に配された第二浄化部とを経由して、下流側へ接続される生活用水系統を有すると
ともに、上記第二浄化部の下流側で上記生活用水系統から分岐し、第三浄化部を経由して
下流側へ接続される飲用水系統を有し、上記第一浄化部は、活性炭、イオン交換フィルタ
ー、砂濾過器、および造核ユニット濾過器のうち少なくとも１つ以上を具備し、上記第二
浄化部は、ＵＦ膜および／またはＭＦ膜を具備し、上記第三浄化部は、ＲＯ膜および／ま
たはＮＦ膜を具備することにより、飲用に用いる水のみを第三浄化部で浄化するため、第
三浄化部のＲＯ膜および／またはＮＦ膜の使用量を必要最小限に抑えることができて、ラ
ンニングコストを節減し、寿命を長期化することができるとともに、第三浄化部の装置を
小型化することができる。
【００１７】
　また、飲用水系統から供給される飲用水は、第三浄化部で浄化される前に、第一浄化部
で粗濾過され、第二浄化部のＵＦ膜および／またはＭＦ膜で浄化されているため、ＲＯ膜
および／またはＮＦ膜を目詰まりしにくくして、寿命を長期化することができるとともに
、第三浄化部で逆浸透に伴い発生する濃縮水の廃棄量を減らすことができ、より多くの飲
用水を得ることができる。
【００１８】
　第２の発明によれば、水の取り入れ部の下流に配された第一浄化部と、この第一浄化部
の下流に配された第二浄化部とを経由して、下流側へ接続される生活用水系統を有すると
ともに、上記第二浄化部の下流側で上記生活用水系統から分岐し、第三浄化部を経由して
下流側へ接続される飲用水系統を有し、上記第一浄化部は、カビ臭、カルシウム、第二浄
化部および／または第三浄化部を目詰まりさせる不純物の少なくともいずれかを除去する
浄化材を具備し、上記第二浄化部は、細菌または原虫の少なくとも一方を除去する浄化材
を具備し、上記第三浄化部は、上記第一浄化部および上記第二浄化部の浄化材よりも塩分
除去率が高い浄化材を具備することにより、飲用に用いる水のみを第三浄化部で浄化する
ため、第三浄化部の使用量を必要最小限に抑えることができて、ランニングコストを節減
し、寿命を長期化することができるとともに、第三浄化部の装置を小型化することができ
る。
【００１９】
　また、飲用水系統から供給される飲用水は、第三浄化部で浄化される前に、第一浄化部
で粗濾過され、第二浄化部で細菌や原虫を除去されているため、第三浄化部の浄化材を目
詰まりしにくくして、寿命を長期化することができるとともに、第三浄化部で逆浸透に伴
い発生する濃縮水の廃棄量を減らすことができ、より多くの飲用水を得ることができる。
【００２０】
　第３の発明によれば、上記生活用水系統の上記第二浄化部の下流に水を貯留可能な受水
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槽を設け、上記飲用水系統が、上流側で上記受水槽に接続されていることにより、使用量
の少ない時間帯に水を浄化して受水槽に貯めておくことで、ピーク時の使用量を供給する
ことができ、第一浄化部および第二浄化部に要求される水処理性能を小さくすることがで
きる。
　また、飲用水使用器具が使用されるときに、受水槽に貯められた水を第三浄化部で浄化
して供給することができるため、水の使用量が比較的少ない飲用水使用器具が使用される
度に、第一浄化部、第二浄化部を作動させる必要がなく、ランニングコストを節約するこ
とができる。
【００２１】
　第４の発明によれば、上記生活用水系統および／または上記飲用水系統の経路中には、
水に塩素を添加する塩素添加部を設けたことにより、生活用水系統および／または飲用水
系統の配管においても細菌の繁殖を防止し、使用者に衛生的な水を供給することができる
。
【００２２】
　第５の発明によれば、上記生活用水系統は、下流側で水を飲用以外の目的に用いる１以
上の浄水使用器具に接続され、上記飲用水系統は、下流側で水を飲用に用いる１以上の飲
用水使用器具に接続されることにより、浄水使用器具および飲用水使用器具のそれぞれの
用途に適した水を供給することのできる浄水システムを実現することができる。
【００２３】
　第６の発明によれば、上記浄水使用器具および／または上記飲用水使用器具には、通過
する水から塩素を除去する浄化材を有する塩素除去装置を具備することにより、塩素添加
部で水に添加した塩素を使用の直前に除去することができ、使用者に衛生的で安全な水を
供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係る浄水システムを示す説明図である。
【図２】従来の浄水システムを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態に係る浄水システムについて説明する。
　浄水システムは、ビルや一戸建て、集合住宅といった建物において、内外に設けられた
複数の器具に、浄化した水を供給するためのものである。本発明の実施形態では、例とし
て、浄水システムを集合住宅に設けた場合について説明する。
　図１に示すように、この浄水システムでは、建物１における井戸水等の原水の取り入れ
口に浄水装置２が配置されており、建物１で使用する井戸水の全てが浄水装置２を通過す
るようになっている。浄水装置２の設置場所は、建物１内の一室、屋外、地下など、特に
限定されない。
　本発明の浄水装置及び浄水システムにおいて、浄水装置に供給される原水は、井戸水、
池の水、湖の水、海水、河川の水、河口における汽水等である。本発明の浄水装置及び浄
水システムは、特に塩分が含まれる原水を浄水する場合に効果的に浄化可能なものであり
、例えば、塩分を含む井戸水を原水として、当原水を効果的に浄化可能なものである。
【００２６】
　浄水システムおよび浄水装置２は、生活用水系統３と飲用水系統４とからなる２つの配
管系統を有している。
　生活用水系統３は、水を飲用以外の生活用途に用いる風呂場の蛇口や洗濯機用蛇口など
の浄水使用器具５へと水を供給するもので、１以上の飲用を目的としない浄水使用器具５
へと水を供給する水系統である。
　飲用水系統４は、生活用水系統の途中から分離して、水を飲用に用いる台所の蛇口等の
飲用水使用器具６へと水を供給するもので、１以上の飲用水使用器具６へと水を供給する
水系統である。
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【００２７】
　浄水装置２の生活用水系統３には、水の取り入れ部側（上流側）から順に、水の粗濾過
を行う第一浄化部７と、懸濁物質（ＳＳ）、細菌、原虫、コロイド物質等を水から除去す
る第二浄化部８とが配置されている。
　第一浄化部７、第二浄化部８で浄化された水は、下流に設けられた受水槽１０に一時貯
留され、生活用水系統３の配管によって各家庭１ａの浄水使用器具５へと供給される。
【００２８】
　受水槽１０には、生活用水系統３から分岐する飲用水系統４の配管も接続されている。
　飲用水系統４は、受水槽１０の下流に、溶解性物質、ウイルス、塩分や他のイオン物質
等を水から除去する第三浄化部９を設けており、この第三浄化部９で処理された飲用に適
する水（飲用水）が各家庭１ａの飲用水使用器具６へと供給される。
【００２９】
　第一浄化部７は浄水装置において最も上流側に配置され、浄化材として、活性炭フィル
ター、イオン交換フィルター、砂濾過器、または造核ユニット濾過器の少なくとも一つ以
上を具備している。
　活性炭フィルターは、粒状活性炭および／または繊維状活性炭からなり、通過する水か
ら、残留塩素、カビ臭、ＳＳ、色素、有機物を除去することができる。
　なお、カビ臭を除去するとは、カビ臭を発生させるジオスミン（（４Ｓ，４ａＳ，８ａ
Ｒ）－４，８ａ－ジメチル－１，２，３，４，５，６，７，８－オクタヒドロナフタレン
－４ａ－オール）、および／または、２－ＭＩＢ（２－メチルイソボルネオール）を原水
から除去することをいう。
【００３０】
　イオン交換樹脂フィルター等のイオン交換フィルターは、通過する水から、硝酸態窒素
、亜硝酸態窒素、硬度の原因となるカルシウム、マグネシウムを除去することができる。
【００３１】
　砂濾過器は、１０μｍ程度の孔径のフィルターを具備し、通過する水から、ＳＳ、砂、
マンガン、色素を除去することができる。
【００３２】
　造核ユニット濾過器は、水に造核剤を添加することで、電化を帯びた金属イオン、ヒ素
、フッ素、シリカ、塩素等を凝集して大粒子化し（フロック）、沈殿または濾過によって
除去することができる。造核剤としては、たとえば水酸化第二鉄コロイド溶液を用いるこ
とができる。
　造核ユニット濾過器は、造核剤タンクと、定量ポンプと、フィルターとを有する。造核
ユニット濾過器内に導入された水は、定量ポンプによって造核剤タンクに貯留された造核
剤を投与され、フィルターによってフロックを除去される。
　フィルターは、水をフィルター表面に平行に流しながら水の一部を通過させるクロスフ
ロー方式と、水をフィルターに直交するように流すデッドエンド方式とが考えられるが、
目詰まりを起こしにくいクロスフロー方式のほうが、フィルターの寿命が長くなり、第二
浄化部の浄化材の寿命を長期化することにもつながるため、好ましい。
【００３３】
　また、造核ユニット濾過器にフィルターを設けず、フロックを沈殿させ、上澄みの水を
下流に供給してもよいが、金属イオン等を確実に除去するためにはフィルターを設けるこ
とが望ましい。
　また、造核ユニット濾過器にフィルターを設けず、フロックを第二浄化部の浄化材で除
去するようにしてもよい。しかし、第二浄化部の浄化材の目詰まりを防止し、寿命を延ば
すためには、造核ユニット濾過器にフィルターを設けるのが望ましい。
【００３４】
　いずれの浄化材を第一浄化部７に用いるかは、水源の水質に合わせて決定してよく、こ
れらの浄化材のうち複数種類を組み合わせて用いてもよい。
　活性炭フィルターを用いると、後述する第二浄化部８のＵＦ膜、ＭＦ膜や、第三浄化部
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９のＲＯ膜では除去することが難しいカビ臭を除去することができるため、好ましい。
　また、イオン交換フィルターを用いると、ＵＦ膜、ＭＦ膜では除去することが難しいカ
ルシウムやマグネシウムを除去して軟水化することができるため、好ましい。ＲＯ膜では
カルシウムやマグネシウムを除去することができるが、ＲＯ膜の負担を減らし寿命を長期
化するためには、第一浄化部７にイオン交換フィルターを用いることが好ましい。
　本発明の実施形態では、第一浄化部７の例として、活性炭フィルターおよびイオン交換
フィルターを具備したプレフィルター１１と、造核ユニット濾過器１２とを用いている。
【００３５】
　第二浄化部８は、第一浄化部７の下流側に設けられ、浄化材として、ＵＦ膜（限外濾過
膜）および／またはＭＦ膜（精密濾過膜）を具備している。例として、ＵＦ膜およびＭＦ
膜は、中空糸膜状に形成して用いることができる。
　第二浄化部８では、水を加圧して浄化材を通過させ、細菌や原虫等を除去して受水槽へ
供給する。
【００３６】
　ＵＦ膜は、０．００１～０．０１μｍの孔径を有し、通過する水から、第一浄化部で除
去できなかったＳＳ、農薬、細菌、原虫、高分子物質、コロイド物質等を除去することが
できる。
　ＭＦ膜は、０．０１～１０μｍの孔径を有し、通過する水から、微細な粒子や細菌を除
去することができる。
　ＵＦ膜、ＭＦ膜の材料としては、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、酢酸セルロース
（ＣＡ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリスルホン（ＰＳ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥ
Ｓ）、セラミックス等を用いることができる。
　ＵＦ膜とＭＦ膜とでは、ＵＦ膜の方が孔径が小さく、農薬やウイルスなどをより除去す
ることができるため、特にＵＦ膜を用いるのが望ましい。
【００３７】
　また、第二浄化部８と受水槽１０との間には、塩素添加部１３が設けられている。この
塩素添加部１３は、次亜塩素酸タンク（図示せず）および定量ポンプ（図示せず）からな
り、第二浄化部８で浄化された水に次亜塩素酸ナトリウムを添加することができる。
　次亜塩素酸タンクには次亜塩素酸ナトリウム水溶液が貯留され、定量ポンプと配管を介
して水に次亜塩素酸ナトリウム水溶液を添加し、水中の塩素濃度が０．３～１ｍｇ／ｌに
なるように調整する。次亜塩素酸ナトリウムを添加することにより、水中で次亜塩素酸イ
オンに電離するとともにその一部が水と反応して次亜塩素酸となるため、これらの殺菌力
によって浄水装置２から浄水使用器具５までの配管における菌の繁殖を防止することがで
き、浄水使用器具５で使用する直前まで浄水の安全性を維持することができる。
　なお、塩素濃度とは、水中の塩素分子、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオンの濃度の合計を
いうものとする。
【００３８】
　塩素添加部１３の他の変形例として、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の代わりに次亜塩素
酸水溶液をタンクに貯留し、定量ポンプによってこれを浄水に添加してもよい。
　また、塩化ナトリウム水溶液を電気分解して次亜塩素酸を生成する装置を用い、定量ポ
ンプによって次亜塩素酸を浄水に添加してもよい。
　これらのように、水中の次亜塩素酸または次亜塩素酸イオンを増加させることを総称し
て、塩素を添加するという。
　この中では、入手が容易である次亜塩素酸ナトリウムを水溶液にして用いるのがより好
ましい。
　なお、塩素添加部１３を、第二浄化部８と受水槽１０との間に独立に設けるのではなく
、例えば、受水槽１０に一体に設け、受水槽１０内の水に塩素を添加する構成としてもよ
い。
【００３９】
　第一浄化部７、第二浄化部８で不純物を除去され、塩素添加部１３で塩素を添加された
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水は、受水槽１０に一時的に貯留され、生活用水系統３の配管によって各家庭１ａの浄水
使用器具５に供給される。
　複数戸の集合住宅に浄水システムを設けた場合、同じ時間帯に複数の家庭１ａで風呂場
のシャワーを同時に使用するなど、浄水の使用が集中することがあるため、浄水システム
にはピーク時の使用量の水を供給できる能力が求められる。本発明の実施形態では、受水
槽１０を設けたことにより、第一浄化部７、第二浄化部８および塩素添加部１３の単位時
間あたりの水処理性能をピーク時の使用量よりも小さなものにしたとしても、使用量の少
ない時間帯に水を浄化して受水槽１０に貯めておくことで、ピーク時の使用量を供給する
ことができる。そのため、第一浄化部７や第二浄化部８に要求される水処理性能を小さく
することができ、イニシャルコストおよびランニングコストの双方を低減させることがで
きるとともに、浄水装置２を小型化することができる。
【００４０】
　また、受水槽１０を設けたことにより、飲用水使用器具６が使用されるときに、受水槽
１０に貯められた水を第三浄化部９で浄化して供給することができる。そのため、水の使
用量が比較的少ない飲用水使用器具６が使用される度に、第一浄化部７、第二浄化部８を
作動させる必要がなく、ランニングコストを節減することもできる。
【００４１】
　生活用水系統３の浄水使用器具５には、塩素除去装置１４が取り付けられ、あるいは一
体に設けられている。塩素除去装置１４は、少なくとも浄水中の塩素を除去することがで
きる浄化材を具備している。
　この浄化材には、活性炭、ＲＯ膜、殺菌セラミック、イオン交換樹脂フィルター、ゼオ
ライト、亜硫酸カルシウム等を使用でき、塩素除去性能を付加するため、少なくとも活性
炭か亜硫酸カルシウムの一方を使用する必要がある。亜硫酸カルシウムは水に溶け出すこ
とで塩素を除去するため、長期間使用する浄水使用器具５には活性炭を用いるのが好まし
い。また、活性炭を含む浄化材を使用した場合には、水からさらにカビ臭を除去すること
ができる。
　なお、塩素除去装置１４の大型化を抑止し、単位水量あたりの塩素除去能力を高め、使
用経時における塩素除去能力の低下を抑止するために、浄化材としては、短繊維状の活性
炭と粒子状の活性炭とを併用するのが好ましい。
【００４２】
　この塩素除去装置１４により水中の塩素の６０％以上、さらに７０％以上、特に８０％
以上を除去するのが好ましい。また、塩素除去装置１４を通過した水に含まれる残留塩素
の濃度は、０．２ｍｇ／ｌ以下、さらに０．１ｍｇ／ｌ以下、特に０．０５ｍｇ／ｌ以下
となるようにするのが好ましい。なお、水中の塩素濃度とは、水中の塩素分子、次亜塩素
酸、次亜塩素酸イオンの濃度の合計をいうものとする。
【００４３】
　この塩素除去装置には、例えば特許第３７９９００７号公報や特許第４６４８５０７号
公報に開示されるようなシャワーヘッドを採用することができる。塩素除去装置１４は、
このように蛇口（浄水使用器具５）と一体型のものであっても、外付け型のものであって
もよいが、設置スペースを小さくするため、一体型のものを用いるのが好ましい。
　本発明の浄水システムでは、浄水装置２においてあらかじめ不純物が除去されているの
で、塩素除去装置１４は最低限、供給される水から塩素を除去できればよい。よって、塩
素除去装置１４として蛇口等（浄水使用器具）と一体型の装置を用いることにより、浄水
システム全体の衛生性、塩素除去装置の省スペース化、浄水システム全体および／または
塩素除去装置のコスト低減を両立できる。
【００４４】
　本発明の浄水システムでは、既に浄水装置２で浄化された浄水が塩素除去装置１４に供
給されるので、塩素除去装置では最低限塩素を除去できればよく、塩素除去装置１４に要
求される浄化能力を比較的小さなものとすることができる。
　また、全ての浄水使用器具５に塩素除去装置を設ける必要はなく、一部の浄水使用器具
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５には塩素除去装置を設けなくてもよい。また、特許第３７９９００７号公報に記載され
たシャワーヘッドのように、供給される全ての浄水について、浄化材を通過させて塩素を
除去する流路と通過させずに吐出する流路とを切り換える流路切換弁を浄水使用器具５に
設けてもよい。
【００４５】
　飲用水系統４は、受水槽１０で生活用水系統３から分岐し、第三浄化部９で水から塩分
等を除去して、各家庭１ａの飲用水使用器具６に供給する。
　第三浄化部９は、飲用水系統４に設けられ、浄化材として、ＲＯ膜（逆浸透膜）および
／またはＮＦ膜（ナノ濾過膜）を具備している。
　第三浄化部９は、浄化材の上流側の水をポンプ（図示せず）で加圧して浄化材を通過さ
せ、塩分を除去した飲用水を得て、下流の飲用水使用器具６へ供給する。
【００４６】
　ＲＯ膜は、通過する水から、溶解性物質、ウイルス、塩分その他のイオン物質等を除去
することができる。
　ＲＯ膜の材料としては、酢酸セルロースやセルロース系のポリマー、ポリアミド系、お
よびビニルポリマー等の合成樹脂を用いることができるが、耐久性の観点からポリアミド
系のナイロンを用いるのが好ましい。
【００４７】
　ＮＦ膜は、逆浸透膜のうち孔径が１～２ｎｍ程度のものであり、通過する水から、硬度
の原因となるカルシウムやマグネシウム、フミン質、トリハロメタン、重金属イオン等を
除去することができる。ＮＦ膜における塩分の除去率は、一般に６０％程度である。
　ＮＦ膜の材料としては、ポリアミド系、ポリピペラジンアミド系、ポリエステルアミド
系、水溶性のビニルポリマーを架橋したもの等を用いることができる。
【００４８】
　ＲＯ膜とＮＦ膜とでは、ＲＯ膜の方が孔径が小さく、塩分等のイオン物質や、塩素が水
中の有機物と化合して発生するクロロホルム、ブロモホルム等のトリハロメタンの除去率
が高いため、飲用水の安全性を高めるためにはＲＯ膜を用いるのが望ましい。
　他方、ＲＯ膜は孔径が小さく、水を通過させるための必要圧力がＮＦ膜よりも高いため
、ポンプの必要性能および消費電力が多くなる。そのため、ランニングコスト節減のため
にはＮＦ膜を用いるのが好ましい。
　本発明の実施形態では、飲用水の安全性を高めるためにＲＯ膜を使用した。
【００４９】
　第三浄化部９で水の浄化を続けると、浄化材の上流側の水の塩分等の濃度が上昇してい
くため、この濃縮水を一定の時間ごとに排水する必要がある。そのため、第三浄化部９の
浄化材の上流側には、濃縮水を導出して廃棄する排水管１５を接続するとともに、受水槽
１０からこの排水管１５に合流する希釈水管１６を設けて、受水槽１０から供給される水
により濃縮水を希釈して廃棄できるようになっている。
　排水管１５および希釈水管１６には開閉弁（図示せず）等を設けて、開閉を制御できる
ようにしている。
　本発明において、例えば第二浄化部８にＵＦ膜を使用し、第三浄化部９にＲＯ膜を用い
た場合、第三浄化部９に供給される水は、第二浄化部８のＵＦ膜で事前に不純物を除去さ
れているため、第三浄化部９に供給される水の９０％程度を濾過して飲用水とすることが
でき、濃縮水の量を１０％程度に抑えることができる。なお、ＲＯ膜の上流に第二浄化部
８を設けなかった場合には、飲用水とすることができるのは、第三浄化部９に供給される
水の５０％程度に留まる。
【００５０】
　第三浄化部９では、塩分や他のイオン物質と同様に水中の塩素も除去されるため、第三
浄化部９の下流に塩素添加部１７を設けている。
　この塩素添加部１７は、受水槽１０の上流に設けた塩素添加部１３と同じものであり、
次亜塩素酸タンクおよび定量ポンプからなり、第三浄化部９で浄化された飲用水に次亜塩
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素酸ナトリウムを添加することができる。この塩素添加部１７では、水中の塩素濃度が０
．３～１ｍｇ／ｌになるように調整される。
【００５１】
　飲用水系統４の飲用水使用器具６にも、塩素除去装置１８が取り付けられ、あるいは一
体に設けられている。この塩素除去装置１８は、浄水使用器具５に設けた塩素除去装置１
４と同様のものを用いることができ、少なくとも飲用水中の塩素を除去することができる
浄化材を具備し、飲用水から塩素を除去して供給できるようになっている。
【００５２】
　本発明の浄水装置２および浄水システムでは、第一浄化部７で粗濾過され、第二浄化部
８で細菌や原虫を除去された水を第三浄化部９に供給し、第三浄化部９のＲＯ膜および／
またはＮＦ膜で少なくとも塩分を除去して飲用水を得ることにより、第三浄化部９には第
一浄化部７および第二浄化部８で濾過された水が供給されるため、ＲＯ膜および／または
ＮＦ膜を目詰まりしにくくして、寿命を長期化することができる。また、第三浄化部９に
は第一浄化部７および第二浄化部８で濾過された水が供給されるため、第三浄化部９で逆
浸透に伴い発生する濃縮水の廃棄量を減らすことができ、より多くの飲用水を得ることが
できる。
【００５３】
　さらに、飲用以外の目的に用いる水を、第一浄化部７および第二浄化部８で浄化した後
、第三浄化部９を経由せずに各家庭１ａの浄水使用器具５へと供給する生活用水系統３を
有することにより、第三浄化部９では飲用に用いる水のみを処理するため、高価でランニ
ングコストも大きいＲＯ膜および／またはＮＦ膜の使用量を低減させることができるため
、ランニングコストを節減し、ＲＯ膜および／またはＮＦ膜の寿命を長期化させることが
できるとともに、第三浄化部９の装置を小型化することができる。
　また、飲用以外の目的に用いる水も、第一浄化部７および第二浄化部８で重金属を除去
し軟水化されて浄水使用器具５に供給されるため、風呂場や洗濯機で使用する場合にも、
泡立ちが悪いなどの問題を生じたり、身体への悪影響を生じたりすることがない。また、
第一浄化部７および第二浄化部８で有害物質、細菌や原虫を除去されて浄水使用器具に供
給されるため、風呂場や洗濯機で使用する場合にも、衛生上の問題を生じることがない。
【００５４】
　また、生活用水系統３および／または飲用水系統４において、水に塩素を添加する塩素
添加部１３、１７を設けたことにより、次亜塩素酸や次亜塩素酸イオンの殺菌力によって
、生活用水系統３および／または飲用水系統４の配管内で細菌が繁殖するのを防止して、
浄水使用器具５および／または飲用水使用器具６で衛生的な水を使用することができる。
　なお、前述の塩素添加部１３と塩素添加部１７との両方を設けた場合には、両塩素添加
部の少なくとも一方のみで塩素を添加したり、両方で塩素を添加したりして、生活用水系
統３と飲用水系統４に添加する塩素の量を両系統で相違させたり、飲用水系統４のみに塩
素を添加したりして、塩素添加量の総量を低減させて本発明の浄水装置及び浄水システム
での使用におけるランニングコストを低減する等が可能である。また、塩素添加部１７の
みを設けて飲用水系統４の水のみに塩素を添加することにより、本発明の浄水装置及び浄
水システムのコストを低減させたり、本発明の浄水装置及び浄水システムの使用における
ランニングコストを低減する等が可能である。
【００５５】
　さらに、浄水使用器具５および／または飲用水使用器具６に、水から塩素を除去する浄
化材を具備した塩素除去装置１４、１８を設けたことにより、塩素添加部１３、１７で水
に添加した塩素を塩素除去装置１４、１８で除去し、衛生的で安全な水を使用することが
できる。
　なお、飲用水使用器具６のみに水から塩素を除去する浄化材を具備した塩素除去装置１
８を設けることにより、塩素除去が特に望まれる飲用水系統４に設けられる飲用水使用器
具６で塩素を除去でき、且つ本発明の浄水システムのコストを低減できる。また、飲用水
使用器具６の全てに水から塩素を除去する浄化材を具備した塩素除去装置１８を設けるの



(12) JP 5586565 B2 2014.9.10

10

20

30

40

が好ましいが、使用者の使用頻度等の使用状況に照らして、一部の飲用水使用器具６にの
み水から塩素を除去する浄化材を具備した塩素除去装置１８を設けてもよい。
　なお、浄水使用器具５に水から塩素を除去する浄化材を具備した塩素除去装置１８を設
ける場合も、使用者の使用頻度等の使用状況や水の使用目的に適合させて、一部の浄水使
用器具５にのみ水から塩素を除去する浄化材を具備した塩素除去装置１８を設けてもよい
。
【００５６】
　なお、本発明の浄水システムは、マンションやアパート、ビル等の集合建物、複数の戸
建てへ一括して井戸水を取り入れる取り入れ口、および、一以上の戸建ておよび／または
一以上の集合建物に適用することができる。なお、戸建てには、住居用の戸建てのみなら
ず、事務所用の戸建ても含まれる。
　さらに、浄水の使用量が多い場合には、複数の浄水装置２を並設した浄水システムを採
用してもよい。
【００５７】
　また、本発明の実施形態では、生活用水系統３と飲用水系統４との双方に塩素添加部１
３、１７および塩素除去装置１４、１８を設けたが、イニシャルコストおよびランニング
コストの節減のため、生活用水系統３には塩素添加部および塩素除去部を設けず、水を飲
用に用いる飲用水系統４にのみ塩素添加部１７および塩素除去装置１８を設けるようにし
てもよい。
　塩素添加部１３、１７は、次亜塩素酸ナトリウム溶液を添加する状態と添加しない状態
との切り換えが可能なものを用いるのが好ましく、さらには次亜塩素酸ナトリウム溶液の
供給量を制御して水の塩素濃度を調整できるものを用いるのがより好ましい。
【符号の説明】
【００５８】
　１　建物
　１ａ　家庭
　２　浄水装置
　３　生活用水系統
　４　飲用水系統
　５　浄水使用器具
　６　飲用水使用器具
　７　第一浄化部
　８　第二浄化部
　９　第三浄化部
　１０　受水槽
　１１　プレフィルター
　１２　造核ユニット濾過器
　１３　塩素添加部
　１４　塩素除去装置
　１５　排水管
　１６　希釈水管
　１７　塩素添加部
　１８　塩素除去装置
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